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公立学校における在 日韓国 ・朝鮮人教育の
位置に関する社会学的考察

一.大阪 と京都 における 「民族学級」の事例か ら

金 党 恩

1問 題の所在

2005年 末現在、 日本における外国人登録者数は201万1,555人 であ り、その中で5歳 か ら

14歳 の子 どもは12万3,723人 である(入 管協会2006)(1》 。在 日外国人は、第二次世界大戦

前後か ら日本に居住 して きた朝鮮人や中国人に加 えて、1970年 代以降に来 日し始めたイン

ドシナ難民、日系南米人などのいわば 「ニュー カマー」外国人の増加 などの影響を受けて、

毎年増 え続 けて きた。言語や生活習慣 などのさまざまな面において 「見 えやすい」存在で

あるニューカマーの外国人児童の増加現象は、行政や教育現場、学界、そ してマスコミな

どか らも注 目され、近年 においては 「異文化理解」や 「多文化共生」、「多文化教育」など

の視点か らも議論が行われるようになった。

一方、最も多 くの外国人児童が通っている日本の公立学校においては、憲法や教育基本法

に基づ く 「国民形成」のための教育がその根幹をな している{21。最近においては、2006年

12月22日 、「我が国と郷土 を愛する」(第 二条の五)と いう表現 を取 り入れた教育基本法改

{P小 ・中学 生に相 当す る年齢 は6歳 か ら15歳 までであ るが、 「在 留外 国人統計 」での分類 は5歳 か

ら9歳、10歳 か ら14歳 までになっているため、1歳 のずれがある。
(2'憲法における教育 に関す る条文は、第26条 であ り、 ここでは 「すべての国民は、法律 の定 める と

ころによ り、その能力 に応 じて、 ひとし く教育 を受 ける権利 を有す る」(第 一項)こ とや 「すべ ての国民 は、

法律 の定め るところに よ り、 その保護す る子女 に普通教育 を受け させ る義務 を負 う。義務教 育は これ を無

償 とする」(第 二項)こ とが明記 されている。教育基本法(1947年 成 立、2006年 改正)に お いて は、教 育は

「心 身 ともに健 康な国民の育成 を期 して行わなけれ ばならない」(第 一条)と されてい る。 これ らにおいて、

教 育の機会均等 の対 象は 「すべ ての国民」 となってお り、在 日外国人 の教 育にかか わる権 利は全 く言 及 さ

れていない。 この点 について嶺井(1993:85-6)は 、1946年 に 日本政 府に手渡 され た 「rマッカーサ ー憲 法

草 案』の中 にも ともとあ った外 国人の人権保 護 とかか わる内容が 日本政 府に よって憲法 条項か ら排 除 され

た背景には、在 日韓国 ・朝鮮 人、 中国人対策があ った」 という古川純 の指摘(古 川純、1986、 「外 国人の人

権(1)戦 後憲法 改革 との関連において」r東 京経大学会誌 」第146号:63-80、 東京経済大学)を 引用

しつ つ、それが 「在 日韓国 ・朝鮮 人の教育問題 に対す る真 摯な対応 を欠 落させ ることになった し、ニ ュー

カマーに対す る措置 の遅 れを生み出 して きている」 と論 じた。
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正法が公表 ・施行 されるようにな り㈲、「愛 国心」の評価項 目を入れた通知表を使用 する

学校が増加するな どω、さらに 「国民教育」が強調 される方向へ 向っていると考え られる。

こうした中で、「人権」の視点や、在 日外国人の多様性の問題、 日本国籍者であ りなが ら

多様 な民族的ルーツを持つ 「国民の中にある複数の民族」の問題などは軽視されがちであ

る。

「国民教育」の古い土壌 の上 に立つ 「異文化理解」、「多文化共生」、「多文化教育」 とい

う新 たな理念は、果た して どの ような接合の様相 を見せているのだろ うか。現実の教育現

場 における外国人の増加や、国際結婚や帰化な どによる二重国籍者 と日本国籍者の増加 に

よる多民族性の顕在化 は、「日本民族=日 本国民」 とい う図式や 「国民教育」 とい う基本的

な教育方向 との間にズ レを生 じさせた。そのなかで、数世代 にわたって日本に居住 してき

た在 日韓国 ・朝鮮人の、 とりわけ圖本の公立学校 に通っている児童や、朝鮮半島にルーッ

を持つ子 どもたちの存在 も 「再発見」 されるようになった。 なぜ なら、第二次世界大戦の

終戦後(以 下 「戦後」)、在 日韓国 ・朝鮮人の教育問題に対す る日本政府や 自治体、学校側

の姿勢や方針が、他の在 日外国人の教育問題にも繋がっているか らである。

本稿では、公立学校 における外国人児童の教育問題 を考 える際の重要な原点 として在 日

韓国 ・朝鮮人教育の問題 を捉 え、彼 らの教育問題が戦後、 どの ような経緯で公立学校 の中

に登場 し、どのような社会的な変化 とともに変貌 して きたかという公立学校 における在 日

韓国 ・朝鮮人教育の 「位置づけ」やその変化、そ して今 日におけるあ り方を検討す る。分

析事例 は、大阪 と京都の小 ・中学校 における 「民族学級」〔9であ り、 そこで教 えている

「民族講師」や 日本人教員 などの語 りを中心 に分析す る。 また、1950年 代初頭 に公立学校

の中に登場 した後、「衰退」の道 を歩 んで きた両地域の民族学級が、1970年 代以後、異な

〔3)教育基本法改正法の成立 まで の一連 の過程 は以下の ようであ る
。 日本 政府 は2006年4月28日 、教

育基本法 の改正 案を閣議決定 し、 第164回 通常 国会 に提出 した。改正案 の第二 条(教 育の 目標)の 五 にお い

て は、 「伝統 と文化 を尊重 し、そ れらをは ぐくんで きた我 が国 と郷土 を愛 する とともに、他国 を尊重 し、 国

際社会 の平和 と発展 に寄与す る態 度を養 うこと」が 明記 され てお り、 と りわけ、この 「我が 国を愛す る…
…態度 を養 う」 とい う表現 をめ ぐる議論 が相次いで きた。2006年12月15日 、 以上の内容 を含 む教 育基本法

改正法が第165回 臨時国会 において成立 し、同年12月22日 に公布 ・施行 されるよ うになったのである。
ω 「朝 日新 聞』の調べに よると

、 「国 を愛す る心情」 を通知表の評価項 目に盛 り込んでい る公立学校

が、少 な くとも13都 府県39市 区町村 に190校 であ り、それ は3年 前 の調査結果の172校 よ り増加 してい るこ

とがわか った。「愛 国心」 は大半が小学校6年 も しくは5年 の社会科 の 「関心 ・意欲 ・態度」 につ いての評

価 項 目に盛 り込 まれ、3段 階で評価 されてい る(『朝 日新聞』2006年6月9日 付)。
〔5)「民 族学級」の呼 称 としては、その他 「民族 クラブ」 という ものがあ る。1992年 の 「大 阪市立学

校 民族 クラブ技 術指導者招聰 事業」 とい う事業名で も示 されてい るよ うに、1948年 、大阪府知事 と大阪府

朝鮮人教 育問題共同 闘争 委員会の代表 との間で交わ された覚書 に基づ いて1950年 代 初頭 に設置 された 「民

族 学級」 と区別す る形 で、 その後 に設 置 された民族学級 に対 して は 「民 族 クラブ」 とい う呼称が よく使わ

れて いる。本稿 におい ては、両表現 の総称 と して 「民族 学級」 を用い る。 なお、 文脈上 の必 要 に応 じて、

上記 の表現 の うち、適切 なもの を使い分けている。
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る展 開過程 を見せていることにも着 目し、両地域 における民族学級の共通点 と相違点を探

るとともに、どのような要因がそれぞれの変貌にかかわって きたかについても検討す る。

2先 行研究の検討と本稿の視座

「民族教育史論」と 「多文化共生教育論」

在 日韓国 ・朝鮮人児童の教育問題 をめ ぐる先行研究は、戦後の 自主的な民族教育 に関

する歴史的な考察に重点を置いた 「民族教育史論」 と、 日本の学校や他の外国人との関連

の中か ら在 日韓国 ・朝鮮 人教育の位置 を模索する 「多文化共生教育論」 という二つの流れ

に大別で きる。

まず、「民族教育史論」においては、戦後、在 日韓 国 ・朝鮮人教育が どのように展開 さ

れてきたかについての歴史的な考察が中心である(小 沢1973、 金慶海1979、 金英達1989)。

この議論においては、 自主的な民族教育の場である 「朝鮮学校」(「民族学校」 とも呼ばれ

ている)に 重点が置かれてお り、 よ り多 くの児童が在籍 している公立学校での教育問題へ

の視点は欠けている{6〕。

1980年 代以後、「多文化教育」、「多文化共生教育」な どの比較 的新 しい議論が登場す る

が、これ らの多 くは、在 日韓国 ・朝鮮 人教育 をめ ぐる問題が、今 日における在 日外国人の

教育問題の原点であ り、いわゆる 「多文化共生教育」を推進 してい くに当たって避 けて通

れない先行事例であることを指摘 してい る(嶺 井1993、 中島1998、 佐 久間2005)。 たと

えば、ニューカマー児童の不登校 の問題 に着 目した佐久 間孝正は、外国人の子 どもの学習

や教育へ の権利が権利 として確立 されなかった背景 として、「第一 に、戦後、憲法や教育

基本法に教育の権利や義務が狭 く日本国民の権利や義務 として解釈 されていること、第二

に、 この解釈 を受ける形で戦後、在 日韓国 ・朝鮮人の児童 ・生徒が、教育の権利か ら排除

されていったこと、第三 に、後者の実態が前者の解釈に支 えられる形で、その後のさまざ

まな外国人子 どもを不登校に追い込みなが らも、 とくに問題視 しない今 日的な状況が広範

に広がったこと」(佐 久間2005:219)な どを挙 げている。

この ような流れの中で、朝鮮学校 に代表 されて きた在 日韓国 ・朝鮮人教育、言い換 える

と 「自主的な民族教育=日 本教育制度の外の もの」 といった図式に も変化が現れた。在 日

【5)なお、 こう した問題 意識 を共有 する研 究 としては、金泰泳(1999)、 竹 ノ下(1999)、 倉石(2000)

な どが挙げ られる。 また、民族 学級 に注 目した先行研究 として、宋基燦(2001)は 在 日韓国 ・朝鮮 人の若

者の アイデ ンテ ィテ ィの問題 に注 目し、1972年 以 後の民族 学級 か ら民 族教育 の可能性 を模索 した。 中島

(1981)は 在 日韓国 ・朝鮮 人の教 育におけ る民族学級 の位置 に注 目してお り、松下(2004)は 行政資料の綿

密な分析を加 え、公立学校での取 り組み とい う視点か ら民族学級 を捉 えている。
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韓国 ・朝鮮人児童の教育問題が朝鮮学校 、すなわち公立学校の外で主 に議論 されて きたこ

とに対す る問題提起 も行 われ、近年 においては、朝鮮学校だけでな く、大阪や京都 などの

公立学校 における 「民族学級」 を筆頭に、その他の比較的 に在 日韓国 ・朝鮮人の居住人口

が多い地域の 自治体や学校 を中心 に行われている取 り組みが、「多文化共生教育」の事例

として捉え られるようになったのである。言い換 えると、公立学校における在 日韓国 ・朝

鮮人の教育問題 を、「彼 ら」だけの問題 として扱 うので はな く、マ ジョリテ ィ側の 日本人

社会や外国人の教育問題全般 と結び付ける動 きも現れたのである ω。

しか し、これ らの議論 も重要な問題点を孕んでいた。 「多文化共生教育論」の視点か ら

行われた研究の中には、多文化教育の実践事例 に対する国際的 な比較や、 日本 における外

国人にかかわる教育の実践事例 を外国人集団別に分けて比較す る場合が多 く、それらにお

いて 「多文化共生教育」 という言葉は、いわば 「外国人 にかかわる教育」の総称のように

使われてきたともいえよう。 もともと 「多文化教育(multiculturaleducation)」 という

理念 は 「多文化」 と 「人権」をそのキーワー ドとしているが(中 島1998:21)、 「共生」 と

い う言葉が入 ることで、「人権」 よりは 「多文化の共生」 の方に大 きな重点がおかれるよ

うになったのである。 ソニア ・リャンも、「『多文化主義』ではなく 『共生』 という用語が

日本政府 によって採択 された点が重要であ り、『主義』 という用語が諸般 の事柄 に対する

政治的 ・イデオロギー的関与 を連想 させ るのに対 し、『共生』のほうは、関与 しなければ

との負担感をあたえることな く、特定の状態 を想起 させ るに留 まる」 と指摘 している(リ

ャン2005:149)(81。 なお、後述す るが、民族学級 の歴史においても、「多文化共生教育」

とい うコンテクス トのなかでは、戦後空間における国家や民族をめ ぐるせめぎ合 いの歴史

が忘 れられ、結果 として、「国民教育」 という理念はいわば 「無傷」のまま、「国民(=日

本)+多 文化 ・多民族」的な現象のみが強調 され る危険性があ り、それはまた人権 という

視点の一 意図的ではないにせ よ 相対的欠如につなが るのである。た とえば、複数の

文化 を単純に 「国籍」や 「民族」 とい う基準に基づいて分類 しているため、国民の中の複

数の民族、すなわち多様なルーツを持つ国民のことについてはほとんど注 目されていない。

こうした従来の研究に対 して、本稿では、公立学校における民族学級の位置やあ り方を、

民族講師や 日本人教員たちの語 りを通 して、 よりミクロな視点から捉 えることを目的 とす

る。 また、本稿では、 「国民」 と 「民族」の両方 を意識 した、 よ り 「多元的な」教育実践

(7,その背景 には、1970年 代前後にお ける学生運動 や部 落解放 運動な どの差別反対運動 の広が りもあ

っ た 。

〔8)リ ャ ン は
、 Kashiwazaki, Chikako, 2000, To be Korean Without Korean Nationality: Claim to

Korean Identity be Japanese Nationality Holders, Korean and Korean American Studies Bulletin 11 (1)

:59-74を 参 照 して い る。
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として民族学級 を捉 えることを試み る。ほぼ類似 した歴 史的な背景 の下 で出発 したが、

1970年 代以降、相違点を見せ なが ら展開されてきた大阪 と京都 における民族学級の事例を

通 じて、子 どもたちの 「人権」 という視 点に注意 を払いつつ、公立学校 におけ る在 日韓

国 ・朝鮮人教育の位置について検討 してい きたい。

3戦 後の公立学校 における在 日韓国 ・朝鮮人教育の登場

1945年 ～1960年 代を中心 に:公 立学校の 「外」の存在一

3-1朝 鮮人学校の閉鎖と 「アリバイ」としての民族学級の登場

1945年 、 日本の敗戦当時 に、 日本 に居住 していた約200万 人前後の朝鮮人の多 くは帰国

を予定してお り、日本各地に 「国語講習所」(「国語」 とは朝鮮語 を指す)が 設置 され始め、

同年10月 の 「在 日本朝鮮人連盟」(以 下 「朝連」)の 組織後か らは、「朝鮮人学校」の名称

で全国的に広がった(91。 しかし、1948年1月 、文部省は、朝鮮人学校が 「教育基本法」や

「学校教育法」(1947年3月 公布)に 抵触す ることなどを理由に、朝鮮人学校を認めない と

いう内容の通達を出 した。その後、在 日韓国 ・朝鮮人側の抗議活動が全 国で相次 ぎ、 とく

に在 日朝鮮人が多 く居住 していた阪神地域 においては、4月 に 「阪神教育闘争」('o)が起 こ

った。その収拾策 として、5月5日 には、文部大臣 と 「朝連」の代表 との間に覚書(以 下

「1948年覚書」)が 交わ され、翌 日には文部省学校教育局長 より全国に 「朝鮮人学校 に関す

る問題について」 とい う通達が出された。そこでは、一般の小学校 において 「放課後又は

休 日等に朝鮮語等の教育 を行 うことを目的 として設置 された各種学校に在学させて朝鮮独

自の教育 を受 けさせ ることは差 し支 えない」 とされていた。 しか し、1949年10月 、「朝連」

の解散命令が出 された直後 には、再び朝鮮人学校の閉鎖改組を明示 した通達が 出された。

11月 には朝鮮人側の反発や公立学校での混乱を防 ぐための後続措置として、小学校 におい

て 「外 国語 としての朝鮮語や朝鮮の歴史等 を教 えることはで きない。 しかし、正規の授業

時 間外 に適当な方法によってこれを教えることは差 し支えない」 とい う内容の通達が出さ

れた。要するに、公立学校における民族学級の登場は、当時の朝鮮人学校 を閉鎖するため

(9}1947年10月 当時
、朝連系 の初 等学校541校 には約5万6,961人 が就学 してお り(小 沢1973:199)、 当

時 の就学年齢の子 ど もの数か ら して、 この敗 戦二年後 の時期 にはお よそ半数 程度の子 ど もたちが朝鮮 人学

校 に就学 してい たので はないかと推測 されている(松 下2004:118)。
qo)GHQ(連 合 国最 高司令官 総司令 部)は

、1948年4月 、朝鮮 人学校 の閉鎖措 置に反対 して、阪神 地

域で起 きた朝鮮人則に よる大規模の抗議活動 に対 して、武力鎮圧 を行った。この過程 で、デモに参加 してい

た当時16歳 の少年が鎮 圧軍に よって射 殺 される事件 が発 生 した。 いわゆる 「阪神教育闘争」であ る。
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の一種 の 「ア リバ イ」で もあったといえよう。

3-2民 族学級の衰退とその要因

民族学級の設置初期の雰囲気 につ いては、民族講師たちの声 が記録 されているが、その

多 くは 「差別の極限に立たされていた」、「学校側は極めて非協力的であった」、「ほったら

か しの状況であった」 と訴えている 。%こ のような環境におかれていた民族学級 は、すで

に1950年 代後半、参加児童数や設置学校数が減少 し、衰退 し始めていた。その要因 として

は在 日韓国 ・朝鮮人に対す る当時の厳 しい社会的な雰囲気や行政 と学校側 の非協力的な姿

勢 などが挙げ られ よう。 また、在 日韓国 ・朝鮮人の 日本定住の長期化現象や、1955年 に発

足 した 「在 日本朝鮮人総聯合会(以 下 「総聯」)を 中心に始 まった 「朝鮮学校」の再建や拡

散、1959年 に始 まった 「帰国事業」なども民族学級への参加児童数の減少をもたらした。

さらに民族学級数の減少に直接的な影響 を与 えたのは、1965年 の 「日韓基本条約」や

「在 日韓国人の法的地位協 定」の締結後に文部省か ら出 された通達であ る。 同協定の締結

か ら6ヵ 月後 に、文部省次官名で 「日本国に居住す る大韓民国国民の法的地位お よび待遇

に関する 日本 国と大韓民 国との間の協定における教育関係事項 の実施 につ いて」 という通

達が出されるが、ここでは同協定における在 日韓国人に対する教育関係内容が、 この文部

省通達の中に どのように反映されたかに注 目す る必要があ る。 この通達における 「教育関

係事項」 とは 「在 日韓国人の法的地位協定」の第四条の内容 を指 してお り、第四条では、

同協定により日本 での永住が許可されている在 日韓国人に対す る日本 における教育に関す

る事項について、 日本政府は妥 当な考慮 を払 うものとするとされている。 この 「妥当な考

慮 を払うもの とする」 ということが、協定内容の実施に際 していかなる事柄 を定めるもの

であったかについては、 同協定 についての両国 との間で合意 された議事録(以 下 「合意議

事録」)か ら確認す ることがで きる。合意議事録には、「第四条 に関 し、 日本国政府 は、法

令 に従 い、協定第一条の規定に従い日本国で永住す ることを許可 されている大韓民国国民

が、 日本国の公の小学校又は中学校へ入学す ることを希望する場合 には、その入学がみ と

め られるよう必要 と認め る措置を執 り、及び日本国の中学校 を卒業 した場合には、 日本国

の上級学校への入学資格 を認める」 ことに対 して、両国の代表が了解に至ったとされてい

る。これは、在 日韓国 ・朝鮮人の小 ・中学校への円滑な入学や中学校卒業後の上級学校へ

の入学認定に合意するもの としても考えられ るが、一方では、彼 らが教育 を受ける権利の

(m初 期の民族 講師の証言 は、「全朝教大阪」 の会誌 『む くげ』 に掲載 されてい る民族 講師 らの記事

か ら引用 している。
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主体ではないことを改めて確認 した上で、韓国政府の要求 に応 じた日本政府の配慮によ り、

教育を受ける資格が与 えられ るようになったとも理解できる。 また、 この 「合意」 につい

ては、実際には在 日韓 国 ・朝鮮人を日本の学校 に入学 させ、 日本人への 「同化教育」 をお

こなうことを意味 していた という見方 もある(歴 史教科書 「在 日コリアンの歴史」作成委

員会編2006:91)。

具体 的にみると、同通達には、①永住が許可 された韓国人が公立小 ・中学校 に入学 を希

望 し、当該教育委員会に申請すれば、その入学 を認めること、②彼 らに対 しては授業料を

徴収 しないことや教科用図書の無償対象 とすること、③永住を許可された者以外の朝鮮人

についても、公立の小 ・中学校 において教育を受けることを希望する場合 には、永住許可

者 と同様の取 り扱 いとす るこ と、④学校教育法第一条に規定す る学校 に在籍する永住許可

者およびそれ以外の朝鮮人の教育 については、「日本人子弟 と同様 に取 り扱 う もの とし、

教育課程の編成 ・実施について特別の取 り扱いをすべ きでないこと」 などが明記 されてい

る。 この中で、「日本人子弟 と同様 に取 り扱 うこと」、「教育課程の編成 ・実施 について特

別の取 り扱い をすべ きではない こと」 とい う内容は、行政側 により、公立学校において、

在 日韓 国 ・朝鮮人の民族教育を認めない もの として解釈 されて きた。それは、京都市 にお

いて、1966年 か ら1969年 にかけて、全9校 の民族学級設置校 のうち、6校 において民族学

級が閉鎖 されたことか らも裏付 けられる ω。

要するに、在 日韓国人の小 ・中学校へ の入学や卒業後の高校入学認定 という教育保障を

建前 としていた 「在 日韓国人の法的地位協定」は、半年後、その実施 に際 しては、 「公立

学校 における民族教育の封鎖」や 「同化教育」の根拠 として変身させ られたのである。そ

の上、「日本人子弟 と同様に取 り扱 うこと」 とい う表現は、 その後、一人歩 きをす るよう

にな り、公立学校 において、在 日韓国 ・朝鮮人を含んだ在 日外 国人が在籍 しているこ とか

ら生 じる民族的、文化的な多様性を無視あるいは軽視することに大義名分を与えたのであ

る。

41970年 代以後における民族学級の位置づけの瓢換

4-11970年 代前後の日本社会

民族学級 に変化が起 こったのは1970年 代であった。1972年 、大阪市西成区にある市立長

{12}具体 的 な閉 鎖 過 程 につ い て は
、 中 島(1981)を 参照 され た い 。
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橋小学校 に、既存の1948年 覚書 に基づ く民族学級 とは異なる、学校側の 自主的な実践 によ

る新 しいタイプの民族学級が設置 され、それをきっかけに 「同和地区」であ りなが ら在 日

韓国 ・朝鮮人が多 く居住 している地域の学校 において、放課後 に民族教育 を行う民族学級

の新設が相次いだ。一方、京都市では、1970年 代末に、「抽 出形態」q3)であ りなが らも実

際には参加児童数の減少によって困難な状況に陥っていた民族学級の授業が、正規授業編

成 と連動 して取 り組 まれるようになるな ど、民族学級の活性化が、行政や学校 も関わる形

で進め られた。た とえば、民族学級の授業時間に対象児童が参加 しやすいように正規授業

においては重要科 目の編成 を避 けるな どの措置が工夫 されはじめたのである。

こうした民族学級の転換 の背景 としては、1960年 代末か ら1970年 代にかけての 日本社 会

の変化、つ まり差別反対運動の連帯の拡散 とニューカマー外国人の増加現象な どを挙げる

ことがで きよう。「差別」をキー ワー ドとして 日本の戦後 を三つの時代に区分 した石田雄

(1994:30)に よれば、1960年 代終わ りか ら1970年 代 までは、その第二期 として区分 され、

「いろいろな領域 における差別反対運動の登場 とともに、差別の共通性が意識に上がった

時期」であるq4)。 また1970年 代においては、1960年 代末か らの学生運動 を引 き継 ぎ、在 日

韓国 ・朝鮮人の就職問題や国民年金問題な どをめ ぐる組織的な支援運動が行われるな ど、

在 日外国人への差別撤廃闘争が高 まり、1974年 には 「民族差別と闘う連絡協議会」が結成

された。同年4月 には 「部落解放同盟」が 「被差別統一戦線」 というもの を提唱 し、1975

年には反差別共同闘争 とい う方針を出すなど、差別反対運動 の連帯が一層広がった(同 上

1994:27・28)。 実際、1972年 に民族学級が新 設された大 阪市西成区にあ る長橋小学校 と、

1970年 代末 に大 きな変化が現れた京都市の南区東九条 と左京区田中にある民族学級設置校

3校 は、「同和地区」が学区内にあるか、隣接 してい るという点や在 日韓国 ・朝鮮人の多

数居住地域 である点でかな り共通 している。

また、 日本社会 におけ る1970年 代 は、いわゆる 「ニ ュー カマー外国人」 が増加 し始め

q3)京都市の場合 は
、放 課後に当該児童だ けが集 まって授 業を受ける大阪府の授業方式(以 下 「課外

形 態」)と は違 って、正規授業 中に当該児童だけが原学級 か ら抽 出 され、別の教室で授業 を受 ける方 式(以

下 「抽 出形態」)が 主 に採用 された。 もと もとは 「課外形態」 で始 まった京都 市の民族 学級 の授業方式 が、

「抽 出形態 」に定 まったのは1954年 の ことであ り、その背景 には当時 、課外 で行われてい た授業 の効果 に不

満 を持 っていた在 日韓国 ・朝鮮人側の抗議活動があ った(中 島1981:120-121)。
〔14[石田(1994)の 時代 区分に よる と

、第一期 は終戦後 か ら1960年 代半ば頃 までで あ り、社 会科 学に

おいて差別 問題 はほ とん ど無視 されて いた時期であ った。 さ まざまな領域 におい て差別 反対運動が登場 し

た時期であ る1960年 代終 わ りか ら1970年 代 まで は第二期 とされ、 この時期 におけ る差別 反対運動の高揚 に

は、公害 をめ ぐる問題、ベ トナム反戦の動 き、大学闘争 の問題 とい う三つ の要索がかか わってい ると論 じ

られている。1980年 代以降 の第三期 は、「国内にお ける日本文化論 の登場 と国際的 な差別反対、 人権擁護 の

連帯 の強化 という、相反す る二 つの傾向 によって特 徴づ けられる」時期で あ り、 この時期 か ら差別問題 の

研究が活性化 された(石 田1994:14-35)。
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た時期で もあった。1972年 の 日中国交正常化や1975年 イン ドシナ革命 、1980年 代の 日本

の高度経済成長 と外国人労働者の急増現象 な どは、 日本 国内の反差別運動の連帯の広が

りの中で、国際人権規約(1979年 加入)や 難民条約(1981年 加入、1982年 発効)な どの

国際規約 ・条約への加入、そ して 日本国内の法改定 などの後続的 な措置を行政側に急が

せ た。

このような社会的な一連の流れは教育現場 にも現れた。大阪市においては1970年 、全国

では じめて、「学校教育指針」の中に 「在 日外国人(主 として韓国 ・朝鮮 人)の 幼児 ・児

童 ・生徒の教育」が盛 り込まれ、それ以来、外国人教育 にかか わる方針の策定が全国的に

広がったq5>。

以下では、 このような社会的な変化が民族学級にどのような影響 を与えたのか、その変

化が民族講師 にはどんな意味 を持つ ものであったのか、そ して民族学級 にかかわっていた

人々に とって民族学級 はどのような意味を持つ ものであったのかなどについて、民族講師

や 日本人教員の語 りを中心 に検 討 し、民族学級の位置を よりミクロな側面か らみてい く。

また、大阪 ・京都の両地域における民族学級の事例か ら、その展開過程 にどのような要因

がかかわって きたかについて も考察 を加 える。

4-2民 族学級の転換とその後の展開

・大阪と京都の事例から:民 族講師の語りをとおして

4-2-1大 阪市立小 ・中学校における民族学級

2006年7月 現在、大阪市 においては103の 小 ・中学校に民族学級が設置 されてお り、小

学校1年 生か ら中学校3年 生 までの2,000人 以上の児童 ・生徒が、24人 の民族講師か ら、放

課後、週1回 程度で、年間40時 間前後の授業 を受けている('6}。参加児童は韓国 ・朝鮮籍者

と朝鮮半島にルーツを持つ 日本国籍者か二重国籍者であ り、韓国 ・朝鮮籍者 と、朝鮮半島

にルーツを持つ 日本国籍者や二重国籍者の割合 はそれぞれ50%程 度である。「大阪市民族

`[5)在日外 国人教育基本方針 や指針 を策定 した教育委員会 は、1府7県53市 区町村 に及 んで いる(r民

団新 聞」2002年9月18日 付)。
㈹ 授 業時 間や方 式 な どは学校 に よって多 少異 なって いる

。大 阪市 におけ る民族講 師数 の内訳 は、

「覚書 」に基づ く民族 学級 に配置 されてい る常 勤講師7名(大 阪府か ら任用)、1992年 の 「大阪市民族 クラ

ブ技術指導者招聰事業」 による嘱託 講師が17名 である。
u7⊃長橋小学校 の民族講師 たちを中心 に活動 して きた 「長橋講師 団」 は

、1997年25周 年 を記念す る祝

賀会 を もって、 「大 阪市民族講 師会」 に統 合 されて いった(コ リアNGOセ ン ターのホー ムペ ー ジ)。現在 、
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講師会」(17}が中心 になって作成 した学年ごとの詳細 な 「標準カリキュラム」があ り、大阪

市教育委員会か ら教材が刊行 されている。

〈長橋小学校 における民族学級 の新設過程 〉

今 日の民族学級の基礎 を築いたのは、1970年 代前後、部落解放運動が在 日韓国 ・朝鮮人

へ の差別反対運動に まで広がるなかで、公立学校 における在 日韓 国 ・朝鮮人教育、 とりわ

け民族学級 をめ ぐって現 れた変化である。主な出来事 をみると、1970年 、大阪市教育委員

会は全国では じめて、 「学校教育指針」の中に 「在 日外国人(主 として韓国 ・朝鮮人)の

幼児 ・児童 ・生徒の教育」の項 を設け、その一年後の1971年 には、部落解放運動 の広が り

の中で、若い 日本人教員 を中心に 「公立学校 に在籍する在 日朝鮮人子弟の教育を考える会」

が発足 された。同会は、「日本の学校 なのに、 なぜ この ように在 日韓 国 ・朝鮮人が多いの

か」、「終戦後の民主教育、平和教育は十分だったのか」〔18)などの疑問を抱 いた若い 日本人

教員たちが中心になって組織 されてお り、現在の 「全国在 日朝鮮人教育研究協議会 大阪」

(=「 日本の学校 に在籍する朝鮮人児童 ・生徒 の教育を考える会 大阪」、以下 「全朝教大

阪」)の 前身 として、公立学校 における在 日韓国 ・朝鮮人教育、民族学級を支 える大 きな

柱 となって きた。

1971年 には、在 日韓 国 ・朝鮮人が全児童の2割(1970年 当時、約250人)を 占めていた

長橋小学校の児童会選挙 に、当時5年 生のN君 が、「朝鮮人差別をな くすため に立候補 し

た」 と公約 しなが ら本名で立候補 し、当選する出来事があった 〔'9'。同校 には、「同和地 区」

の児童たちの学力保障の一環 として放課後 に補充学級が運営 されていたが、在 日韓国 ・朝

鮮人児童は参加対象か ら除外 されてお り、N君 は 「同和地区」の児童たちと同様 に差別 を

受けてい る在 日韓国 ・朝鮮 人たちに も補充授業へ の参加 を認め るように訴えたのである。

さらに、1972年4月 には、6年 生になったN君 を含む3人 の在 日韓国 ・朝鮮人児童が児童

会選挙に立候補 し、 「同和補充への参加」、「朝鮮問題研究部の設置」 を要求 した。そうし

た中で、1972年5月 には 「朝鮮 人の子 どもたちの民族的 自覚 を高め、 日本人の子 どもたち

の正 しい朝鮮認識を深める」 目的で、朝鮮人児童24人 と日本人児童26人 が参加す る 「朝鮮

「大阪市民族 講師会」 の事 務室が、長橋 小学校 内に設置 されてい る。
('8}同会 の発足 や活動 にか かわ って きた0さ ん(男 性 、60代)へ の イ ンタ ビュー よ り。0さ んは、

1966年 大 阪市立0小 学校 に初赴任 した後、1970年 長橋小学校 に転勤 し、民族 学級の新設 をめ ぐる一連の過程

にか かわった。
㈹ 長橋 小学校 に民族学級 が新 設 される までの詳細 な過程 については

、大阪市教組南大 阪支部長橋 小

学校 分会 ・日本の学校 に在籍す る朝鮮 人児童 ・生徒 の教 育を考 える会の資料 、『♀ 司世(ウ リマ ル)を 返

せ1の 要求 に応 えて』(1974)の 内容に基づいている。
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問題研究部」が発足 され、 さらに11月 には民族学級が設置されるようになった。

一連の過程において、注 目しなければならない点 としては、まず、長橋小学校の教員 と

して 「全朝教大阪」の活動 にかかわっていた0さ んが、3年 間、N君 の担任教員であった

ことであ り、このことはマイノリティ児童 の教育問題、マイノリテ ィ側の児童 とマ ジョリ

ティ側の先生 との関係な どを考える際 に大 きな示唆点を与えて くれる。 また、 この過程に

は、1972年7月4日 、朝鮮半島の平和 的、 自主的、民族的な統一を約束する内容の 「7・4南

北共同声明」⑳ が発表 され、韓国 ・朝鮮語教育に対す る在 日韓国 ・朝鮮人の親たちや地域

の青年たちの気持 ちを高めたという背景が存在 していたことも重要であ る。

長橋小学校に民族学級が新設される一連の過程 は、衰退の道に入 っていた民族学級を新

しい展 開局面に向かわせた。大阪市においては、1950年 代に民族学級が設置された7校 に

加 えて、1970年 代 に15校 、1980年 代18校 、1990年 代45校 、2000年 代 には18校 にそれぞれ民

族学級が新設され、2006年7月 現在、103校 にまで拡大されるようになった。

民族学級 の拡大が最 も目立つ時期 は1990年 代である。1991年1月10日 、「地方 自治体の

判断によ り、課外で行 われる在 日韓国人の韓 国語や韓国文化 などの学習機会が支障な く行

われるよう日本国政府 として配慮する」ことを明記 した覚書が 日韓外相の間で交わされた。

その直後 には、文部省か らこの覚書に ともな う教育通知が出され、「学校教育法第一条 に

規定す る学校に在籍す る在 日韓国人に対 し、課外 において、韓国語や韓国文化等の学習の

機会を提供す ることを制約す るものではないこと」や 「就学予定者 に相当する年齢の在 日

韓国人の保護者 に対 し、入学に関する事項 を記載 した案内を発給すること」、「在 日韓国人

以外の 日本国に居住す る日本国籍 を有 しない者について も、上記の内容に準 じた取 り扱い

とすること」などが明記 された。1992年 には、大阪市が 「大阪市立学校民族 クラブ技術指

導者招聰事業」 を実施す ることによ り、一部の民族講師 に対 して嘱託 とい う形で人件費が

支払われるようになった。 しか し、この行政側の変化 は決 して順調に現れたわけではなか

った。その過程 には、民族講師の身分保障を求めるデモが、長橋民族講師団や長橋小教職

員 をは じめ、「全朝教大阪」、「大阪市教組」、「民族教育促進協議会」や民族学級の保護者

などを中心に、大阪市庁舎の前で行われるな どの出来事 もあった ω。以上のような過程 を

経て、2001年 の大阪市教育委員会の 「在 日外国人教育基本方針・ 多文化共生の教育 をめ

ざして」 には 「民族学級 ・民族 クラブの指導計画や指導内容の研究を進め、その充実を図

⑳ 「7・4南北共同声 明」 とは
、1972年7月4日 、大韓民 国の ソウル と朝鮮民主 主義人民共和 国の ピ ョ

ンヤ ンで同時 に発 表 され た声 明であ る。① 自主的統一、② 平和的統一 、③ 思想 と理念 お よび制度の差 を克

服 した民族 の大 団結(=民 族 的統 一)と い う三原則が定め られている。
⑳ 法蔵美智子、2005、 「長橋闘争 と民族学級の身分保障一 行政 は変 わる」全朝教大阪編、「む くげ」

181を 参照 。
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る」 こ とや 「『大阪市立学校民族 クラブ技術指導者招聰事業』の成果 と課題を明確に しな

が ら、その充実を図る とともに、民族 クラブが設置 されていない学校 の子 どもたちに対 し

ても、その ような機会を提供で きるように努める」 ことが明記 されるようになった。

しか し、行政側は民族学級の成果を認め、その拡大の可能性を示唆 していなが らも、実

際の措置は極めて不十分である。た とえば、実際 に活動 している民族講師たちの勤労状況

が十分反映 されていない人件費や労働時 間の設定は、民族学級 の弱 い位置 を表 わ してい

る。

〈ミクロな視点か らみた民族学級の位置:民 族講師Pさ んの語 りか ら〉

ここでは、1972年 、長橋小学校に民族講師 として赴任 したPさ ん(女 性、60代)へ のイン

タビュー ㈱ を通 じて、彼女が経験 してきた民族学級の位置やあ り方を、民族学級の児童や

保護者、 日本人教員 との相互作用に注目しつつ、よりミクロな側面から捉えてみたい。

Pさ んは、大阪市にお ける民族学級の拡散 をもたらした 「原動力」 として次の4点 を挙

げている。それは、①学校 において、部落解放運動を中心 として きた差別反対運動 を在 日

韓国 ・朝鮮人差別反対運動 にまで広げた 「全朝教大阪」を中心 とした日本人の教員の活動、

②1990年 代 に入って公立学校における在 日韓国 ・朝鮮人児童への民族教育の必要性 を受け

止めた大阪市教育委員会の方針、③ 「統一 された朝鮮半島を想定 した」民族学級の運営方

針 とボランテ ィアとして活動 して きた民族講師たち、④子 どもたちに民族教育の機会 を与

えようと努力 していた在 日韓国 ・朝鮮人の保護者や若者たちの支援 などであった。

次 に、1970年 代以後、各 々のグルー プが民族学級の活動 にどの ように関わっていたかに

ついてみてみよう。

実際、1972年 当時、長橋小学校の民族学級に赴任 したPさ んの期待は低いものであった。

今 日のように民族学級が広が るとは 「想像 もつかない」こ とであ り、当時 は 「『子 どもた

ちが どこに住んで も、民族教育 を受ける権利があ る』 というような意識 さえなかった」 と

い う。民族学級の拡散 において、「全朝教大阪」な どで活動 していた日本 人教員の役割は

大 きなものであった。た とえば、 「1970年代、1980年 代 においては、長橋小学校 における

民族学級の新設 を実現 させた 日本人教員たちが何年後かに他の市立学校 に転勤 し、また転

勤先の学校 で、民族学級 の設置 を推進 し、実現させた例 も少な くなかった」 という。

民族学級の設置 をめ ぐって、行政側の姿勢は どうだったのか。日本人教員の次の記録は、

日本政府が韓 国政府 としか国交 を結んでいなかったことや朝鮮半島での南北分断状況 など

(221Pさんへの インタビューは
、2006年7月28日 長橋小学校 の校長室で主 に韓 国 ・朝鮮語 で行 われて

お り、 引用 された部分 は筆 者が 日本語で翻訳 した ものである。
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が行政側 によって どの ように動員 されていたか、そ して 「民族教育を受ける権利の主体が

在 日韓 国 ・朝鮮 人児童 たちである」 ことに対する認識がいかに欠 けていたかを表 してい

る。

(前略)と ころが 〔1972年 、 長橋 小 学校 の民 族学 級 に お いて 、〕 開講 後3回 の 授業 を迎 え た時 に

事 態 は急 変 した。 講 師派 遣 の 窓 口 と して心 を配 り、 な かだ ちの しご とを して くれ て いた 朝鮮 奨 学

会 か ら講 師 団 を引 きあ げ なけ れば な らない事 情 にな っ た とい う連絡 が あ り、 民 族学 級 運営 が で き

な くな ったの だ った 。 「長橋 小 での民 族 学級 が 、7・4南 北 共 同声 明 を基調 と した もので あ る こと、

当然 講 師 も朝鮮 籍 の 方 を含 ん でい るこ と」、そ の こ とが 原 因 とな った。(中 略)こ の よ うな理 由 で

日本 の公 教育 に干 渉 して きた韓 国 領事 館 や民 団サ イ ドの圧 力 に追 随 した 大阪 市 教委 の 態度 に怒 り

を爆発 させ た 。(中 略)「 考 え る会」 〔=「 全 朝教 大 阪」〕が 呼 びか け た緊急 行動 に200名 を越 え る教

師た ちが 集 り、12月 か ら1月 にか け、深 夜 まで続 く、長 い 時 間の 交渉 を何 度 とな く繰 りか えす エ

ネル ギー は燃 え に燃 え たの だ った。 い っ たん われ わ れの 要求 を受 け入 れ 、現在 担 当 す る5人 の講 師

を認 め た市教 委 は、 さ ま ざ まな形 で、 執 よ うに続 く妨 害 や抗 議 とい う名 を借 りた韓 国 民 国サ イ ド

の圧力 に屈 して、 わた した ち との合 意事 項 を闇 に葬 り去 ろ う とした(23)。

民族学級の授業においては、朝鮮学校の教科書 をコピー して使 うこともあ ったが、多数

を占めていた韓国籍の親たちか ら拒 否感が示 される場合 もあった。 しか し、長橋小学校 を

中心 とした民族学級で は、7・4南 北共同声 明に基づいた 「統一祖 国」 という視点が原則

として想定 されていたため、「南」、「北」 を問わず、で きるだけ多 くの人たちが参加 し、

多 くのニーズに応 じるような姿勢 を取 っていた。

韓 国の 童謡 も歌 っ た り、 朝鮮 学校 の歌 も歌 った り。(中 略)た と えば、 「セ ッ ドンチ ョゴ リ」 と

い う朝鮮 学校 で 教 え られて い る歌が あ ります が、 政治 的 な内 容 は何 もあ りませ ん。 で も、 「パ ルゲ

ンイ」 〔「共 産 主義 者 」 を表 す韓 国 ・朝 鮮 語 の俗 語 〕 の歌 だ と して 、 父母 た ちか らの抗 議 が あ った

り。 しか し、 私 た ちは無 理 を しな か った んです 。納 得 がつ か ない ところ があ って も、「じゃ、そ う

した ら、 他の 歌 に しま し ょう」 とか、 〔チ マチ ョゴ リを着 せ る と き〕 短い ス カー トを履か せ る とそ

れが 「パ ルゲ ンイ」 の ス カー トだ と して抗 議 され た りす る と、 子 ど もた ちが 活 動す るに不 便 で あ

って も、長 い ス カー トに変 え ま した 。

一方では、1970年 代 には 日本語がうま くない在 日一世たちもいたため、 「日本語 しか話

せ ない孫 たちと韓国 ・朝鮮語で会話 できるようになると期待 し、 とても喜 んでいた祖父母

たちもいた」 とい う。その中には、韓国 ・朝鮮語 を習い始めて、基礎的な表現 しか覚 えて

いない孫 に対 して、テ レビ番組の内容の通訳を期待す る場合 もあった。当時の民族学級に

四 稲富 進、1981、 「在 日朝鮮 人教育 にかかわ る私の原点(5)」 全朝教大阪編、 「む くげ」72
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は、在 日一世たちか ら、母語 を媒介 として、孫世代 との繋が りを可能に して くれることが

期待 されていたのである。

親 の中 に は、 ボ ラ ンテ ィア で来 て いた 私 た ちに 、 キム チ をつ け て持 って きた 方 、 こ こは靴 を作

る方 た ちが 多 い です が、 お 正 月 に は新 しい皮 靴 を作 っ て持 っ て きた方 もい ま した 。父 母 の み な さ

んが心 か ら私 た ち 〔民族 講 師 たち〕 を支 えて くれ ま した。

また、1970年 代に民族学級に通った卒業生の中には、現在民族学級の保護者会で活動 し

ている人たちや、民族講師として活動 している人たちもいる。民族学級の 「保護者会」 は

民族学級 の卒業生が中心 となってお り、大阪市の民族学級 を支援する重要なグループの一

つになっている。Pさ んによる と、民族学級 に通った経験のある親の中で は、成長 ととも

に民族学級での記憶や経験が肯定的な意味へ転換 されていったことを語る場合 も少な くな

い という。

現 在 、1970年 代 に民族 学級 に通 って いた子 どもた ちが 、 親 に なっ て 〔自分 の 〕 子 ど もた ち をつ

れ て この学 校 に来 て い ます 。 この父 母 た ちが 自分 の小 学 校 、 中 学校 時 期 を振 り返 って み なが ら、

〔当時 に は〕 「いや だ っ た」、 「先 生 に無 理 や りに連 れて 行 かれ た」、 「〔しか し、〕 自分 は無理 や り連

れ て きて くれ た先 生 に感 謝 してい る」、 「そ の とき、先 生 が 無理 や り自分 を連 れ て きて くれ たか ら

こそ、 今 、 自分 がい る」、 「自分 の子 ど もに もア イデ ンテ ィテ ィを きちん と伝 え たい と思 って い る」

とい って い ます 。 多 くの 卒業 生 はほ とん ど 日本 人 と結 婚 して い ますね 。 日本 人 と結 婚 した卒 業生

たちが 、「先 生、 自分 の こ とは伝 えたい」、「自分の こ とを隠 してお 父 さんが 日本 人 だか らといっ て、

そ ん な な らへ ん 〔そ うい うふ うで は いけ ない 〕」 って。 「私、 ど うや って子 どもに伝 えて い くか わ

か らへ ん け ど、 民族 学 級 に行 った ら子 ど もが 自然 に 自分 の こ とを わか っ て くれ るよね 」 とい って

い ます 。

最後に、民族学級の参加児童 について検討す る。参加対象には、韓国 ・朝鮮籍の児童だ

けではな く、国際結婚による二重国籍者や帰化 による日本国籍取得者 など朝鮮半島にルー

ッを持つ子 どもたちも含 まれている。参加児童の うち、韓国 ・朝鮮籍者 と朝鮮半島にルー

ッを持つ 日本籍者の割合 はほぼ半分ずつである 四。「大阪市外国人教育研究協議会」㈱ の

調査によれば、1992年 に韓国 ・朝鮮籍の児童 ・生徒が大阪市内で1万 人を超 えていたのが、

少子化、 日本国籍…取得、国際結婚の増加などによ り、2002年 には6,000人 を切ってお り、そ

⑳2006年7月 現在、 大阪市 民族 講師団が 集計 した資料 に基づいてい る。
㈲1965年2月

、在 日韓 国 ・朝鮮 人児童生徒 多数在籍校52校 が、在 籍韓国 ・朝鮮人生徒 の教育上 の諸

問題 を協議研究 する 目的で、「大阪市外 国人子 弟教 育研 究協議会」 として結成 した大阪市教育委員会 の研 究

委託団体で あったが、1972年 に改組 され、 「大 阪市外 国人教育研究協議会」 と改称 された(稲 垣有一、2001

「大阪市 におけ る在 日韓国 ・朝鮮人教育実践史」全朝教大阪編、 『む くげ』166)。
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の一方で朝鮮半島に民族的ルーツを持つ児童 ・生徒数は、1万5,000人 と推計 されている

(『民団新聞』2003年5月14日 付)。 大阪市教育委員会の 「在 日外国人教育基本方針」 にお

いても、「『帰化』による 日本国籍取得者、国際結婚などによる二重国籍者や 日本国籍の子

どもの増大 している現状 をふ まえた実践研究に努める」ことが明記 されているなど、今日、

行政側 において も外 国人の教育問題 に対 して 「国籍」だけで な く、「ルーツ」の問題 を重

要な懸案として捉 えていることが示されている。

しか し、朝鮮半 島にルーツを持つ児童 を最初か ら学校側が把握 してい るわけではない。

Pさ んの話によると、民族学級設置校 において、年間100人 程度の 「ルーツを持つ子」が大

阪市全域で 「発見」されるが、その例 としては、学校側や担任教員が韓国 ・朝鮮への好意

的な態度を持っていると判断 した 「ルー ッを持つ」児童が自ら自分のことを 「告 白」する

場合や、担任教員や民族講師 らが児童たち とかかわる中で 「ルーツを持つ子」が 「発見」

される場合な どがあるという。大阪市の民族学級設置校 においては、2006年7月 現在、把

握 され た 「ルー ツを持つ」児童の半分程度が、民族学級の授業に参加 している。以下のP

さんの語 りは朝鮮半島にルー ッを持つ児童が どのようにして民族学級 に参加で きるように

なるかを伝えている。

小学 校 ユ年 生 に入 っ て、 両親 の いず れか が韓 国 人で あ る こ とを知 らな い子 が い ます 。 た とえ ば、

5年 生 に な って わか る とか 、6年 生 の 卒業 段 階 に な って 、 い ろ んな 文書 を 出 した とき に、 「え一 、

この 人、 お 母 さんが 朝鮮 人み たい 」 とい うこ とが あ ります。(中 略)た また ま家庭 訪 問 の と き、

「ち ょっ とこ こ韓 国 とか か わ りがあ るの か な」 と担 任先 生が 思 う、 そ の先 生 と出 会 った子 が探 され

ます。 私 た ち 〔民 族 講師 た ち〕 も給 食 の 時 間 に入 ります が、 チ ェサ(祭 司)や お膳 な どの 見 せ な

が ら、朝 鮮 の風 習 に つい て 話す と、 その 中 か ら、 「うちの お じい ち ゃんの 家 にあ ん な食 器 あ った」

とか 。 子 どもた ちに ドルヂ ャ ンチ 〔一 歳 の誕 生 日の と きの お 祝 いパ ーテ ィを指 す 韓 国 ・朝 鮮 語〕

の写真 なん か持 っ て行 った ら、 「ぼ くもそ ん なの着 た こ とある」 とか ね ㈲ 。

以上では、1970年 代に長橋小学校 に民族学級が設置 されるまでの過程やあ り方 を、同校

に勤めて きた講師Pさ んの語 りや 「全朝教大阪」の活動記録 などを中心に検討 した。1970

年代初頭の長橋小学校における民族学級 の設置をめ ぐる一連の過程 は、その後の公立学校

における在 日韓国 ・朝鮮人教育に大 きな転換 をもたらした。その出来事 は、マ イノリティ

児童の要求か ら触発 されたが、その背景 には日本人教 員や在 日韓国 ・朝鮮人の民族講師、

親、地域の若者たちの、公立学校 の中での民族教育 を求める活動などがあった。長橋小学

個Pさ んの話 の中で は
、「朝鮮 人」 と 「韓 国人」 が交換 可能な用語 として使 われてい た。 「朝鮮人」

と 「韓 国人」が語 りの中で何 を想定 してい るの か、 とい うこ とに関 して は、今 後、ア イデ ンテ ィテ ィの 問

題 と関連付 けて よ り慎重:な議論が必要で ある と考え られる。
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校 における民族学級の設置をめ ぐっては、 日本 と朝鮮半島 との間の政治的な関係、朝鮮半

島の南北の問題 が、行政側 によって民族学級 の存立 を危 う くす る方向に動員され るなど、

マ イノリテ ィの児童の権利 に対する行政側 の認識 はかな り欠けていた。今 日において、行

政側 は民族学級 を在 日韓国 ・朝鮮人だけでな く、朝鮮半島にルーッを持つ児童たちも対象

とす る公立学校 の取 り組み として位置づけてお り、その拡大可能性について言及 していな

が らも、民族学級の拡大にあたっては、それに伴 う人件費の増加(嘱 託 される民族講師数

の増加 を含めて)と いう当然の現実を十分反映 しない場合が多い。そのため、民族学級の

拡大は、結果的に一人一人の民族講師の労働時間の増加 を意味す ることにもなる。要す る

に、現在の民族学級 という取 り組みは、「マイノリテ ィ児童に対 して民族教育の権利 を保

障す るためには、マイノリティ側の もう一方(こ こでは、民族講師に当たるが)の 犠牲 を

前提 としなければなならない」 とい う構造的な矛盾 を抱 えている ともいえる。

4-2-2京 都市立小学校における民族学級(27)

つづいて、設置初期には大阪の場合 と類似 した経験 をして きたが、1970年 代以後、相違

点を見せ なが ら展開 されている京都市の事例をみてみたい。

京都市における民族学級 の現況をみる と、2005年9月 現在、市立小学校3校 に設置 され

ている民族学級 においては、3年 生以上の約40人 の児童たちが5人 の民族講i師か ら、週2

回、年 間55時 間程度の授業を受けている。授業時間は、正規授業中の2時 間目か ら5時 間

目の間である。先述 したように、 この ような方式が定 まったのは1954年 のことであ り、そ

の背景には、放課後の授業 に不満 を持 っていた在 日韓国 ・朝鮮人の親たちの抗議活動 など

があった。参加児童の構成 をみ ると、2005年7月 現在、韓国 ・朝鮮籍児童が64.1%、 朝鮮

半島にルーツを持つ 日本国籍者お よび二重国籍者が35.9%で ある。教材 としては、京都 市

の民族講師 らが作 った独 自のものが2004年 まで3回 ほどの改定 を経て使用 されて きたが、

2004年10月 、総聯側が 日本の公立学校 に在籍す る児童用 として発行 した 『ウリ♀ 司』

(初 ・中 ・上級)と いう教材が、2005年 か ら既存の教材 とともに使 われている。その内容

は、会話 を中心 とした言葉の学習部分 と、朝鮮半島の地理や歴史、風習などについての学

習部分で構成 されている。

京都市 の民族学級は1969年 、設置校が3校 に縮小 されて以来、「抽出形態」が有名無実

な状態 に陥っていた とされている ㈱。その背景には、大阪の場合 と同様に、在 日韓国 ・朝

⑳ この章 は、2005年 度修士論 文の一部 を修正加筆 した ものであ る。
囎1970年 代 にA小 学校 に勤 めた 日本人教 員のMさ ん と民族講師Jさ んへ のイ ンタビュー より

。
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鮮人に対す る厳 しい差別的な雰囲気、行政側や学校側の無関心な どがあったが、それに加

え、京都独 自の問題、すなわち,「 抽 出形態」 とい う授業方式 が持つ ジレンマや民族 講師

の推薦先や行政側 との窓口が総聯 になっていることな どもあった。1970年 か ら1976年3月

まで民族学級設置校の教員 として在職 したMさ んの話によると、1970年 代半ばにおいて も、

学校側 と民族学級 とのかかわ りはほ とん どなかった という。

70年 代 の民族 学 級 は今 とは事情 が 違 っ てい ま した。在 日韓 国 ・朝鮮 人児 童 が民 族学 級 に行 って

い る間 、教 室 で は算 数 や体 育 な ど学 習 が進 ん で い ま した。 当 時、 民族 学 級 の運 営 や教 育 内容 な ど

は 、朝 鮮 人 の 自主 的 な 教育 で あ り、 日本 人 児 童 、 日本 人 先 生 とは何 の 関係 もあ りませ んで した。

民族 学 級 は、厳 密 にい う と、 日本 人 の教 員 や 児 童、 親 が 希 望 してで きた わ けで は なか った の で、

日本 人 の教 員 た ちの 間 で は、 「民 族学 級 とはか か わ りた くない 」 とい う意識 が あ りま した。 当 時、

学校 側 は 「民 族講 師 と してだ れが 来 る か」、 「民族 学 級 で どん な 内容 を教 えて い るか」 全 然 知 らな

か ったの です(Mさ ん 、男性 、1970年 か ら1976年 まで 民族 学級 設置 校 のA小 学 校 に在任)

そのほかにも民族学級は、京都市か らは 「抽出形態」での授業が認め られていたにもか

かわ らず、実際には児童たちが来 ないとい う問題 もかかえていた。民族講師側からみ ると、

その最 も大 きな原因は、在 日韓国 ・朝鮮人児童が民族学級の授業に参加するためには正規

の授業 を放棄するしかない とい うジレンマにあ った。その中で、当時、民族講師 らは授業

時間に来ない児童の参加 を求めて、授業中の教室を訪れた り、学校側 にアピール した りす

る活動 を続 けていた。1970年 代半ばまで、民族学級は学校の中で孤立 し、 日本人教員 と民

族講師との間の交流 もほ とんどな く、親たちとの間に も「南北分断」の問題が絡み合 ってい

たため、民族学級の運営はます ます困難な状況に陥っていた。1970年 代半ばか ら民族講師

として勤めて きたJさ んの語 りは、当時、民族学級が学校 内で孤立 していたことや新 しく

赴任 して きた民族講師たちが どのように対応 したかを端 的に表 している。

民 族 講師 と して は じめ て赴任 してみ た ら、 民族 学 級 は 「課 外化 」 が 進 んで い ま した。 教 室 は今

の3分 の1の 大 きさだ っ た し、民 族 学級 の窓 に は紙 が貼 られ て いて 、外 か ら教 室 の 中が 見 え ない

よう にな って い ま した。 まず 、私 は、貼 られ て い た紙 を剥 が して、 民族 学 級 を明 る い空 間 と して

作 り上 げ よ うと しま した。 か わ いい絵 や工 作 物 を作 って 窓 に も飾 りま した。(中 略)当 時、 民族 学

級 の 教室 は誰 も掃 除 して くれ ませ んで したが 、私 は学 校 側 と話 し合 っ て、 民族 学 級 も他 の教 室 と

同 じよ うに学校 の子 ど もた ちが 当番 を決 めて掃 除 して くれ る よ う に しま した。 私 は学 校 の 中で 疎

外 されな い民族 学級 を作 りたか ったん です。」(Jさ ん、 女性 、A小 学校 の民 族 講師 、講 師歴30年)

この ような民族学級に変化が起 こったのは1970年 代末のことであった。1978年9月 、京

都 市立学校の教師や指導主事を中心 に 「外 国人教育研究推進委員会」が結成 された。 同委

京都社会学 年報 第14号(2006)



38 金:公 立学校 におけ る在 日韓国 ・朝鮮人教育の位置 に関す る社会学 的考察

員会は京都市の市立学校 に在籍する在 日韓国 ・朝鮮人児童たちの教育問題 に対す る実態調

査 を行い、その結果 を1981年 「外国人教育の基本方針(試 案)」 に反映する作業 を行 った。

この一連の過程において、在 日韓国 ・朝鮮 人児童の在籍率が高 くて、民族学級 も設置 され

ていたA小 学校における取 り組みが研究され るな ど、彼 らへの教育方案が 日本人教員側か

ら組織的な レベルで模索 され始めた。この過程 で、民族講師 らの意見 も反映 され、「抽 出

形態」 を維持 しなが ら、実質的 に対象児童が民族学級に参加できるような取 り組みが進め

られた。その具体的な実践 として、学校側 は、 まず、民族学級の授業時間と、重要な科 目

の授業時間が重な らないような授業時間の編成 を行 った。民族学級の授業時間が編成 され

ている時間には、通常の教室では算数の復習や読書、習字、 自由研究な どの時間が編成 さ

れた。それは、民族学級へ参加することが在 日韓国 ・朝鮮人児童の学力低下をもた らす可

能性を防 ぐための措置で もあった。 また、クラスの教員か らは、民族学級の授業時間にな

ると、民族学級の児童が気軽 に原学級から民族学級へ行 ける ような雰囲気づ くりをす るな

どの実践 も現れた。 こうした学校側の姿勢の変化 は、すでに学校 内に存在 していた民族学

級の 「再発見」お よびその 「顕在化」の始 ま りを意味 しているともいえよう。

当時の社会的な雰囲気 とそれに伴った行政側や学校側の変化は、衰退の一方であった京

都市の民族学級 に大 きな変化 をもたらした。 それは、「日本学校 とは無関係な在 日韓国 ・

朝鮮人の 自主的な民族教育実践の場」 としての民族学級か ら 「学校 における外国人教育実

践、在 日韓国 ・朝鮮人教育実践 の場」 としての民族学級へ とい う位置づ けの変化 の現れで

あった。た とえば、1990年 代 に入ってか らは、民族学級か ら民族学級児童の親へ送 られる

手紙に、校長名が付 けられるようになった ㈱}。学校か らのすべての手紙には、校長の名前

が書いてあるが、1980年 代 までは、民族学級か らの手紙 には、学校長名はな く、ただ 「京

都市立○○小学校民族学級」 とだけ書かれていた。手紙における変化は、民族講師側の要

請によって実現 されたものであ り、民族学級の位置づけの変化 を表す一面でもある。

このような変化 を民族講師側 は、 どの ように受 け止めたのだろうか。行政側や学校側 に

よる民族学級の顕在化 をめ ぐる動 きを契機 として、民族講師側は 日本 人教員側の研究会や

研修会な どに一緒 に参加するな ど、 自ら学校側 や日本人教員側 とのかかわ りを増や し、 よ

り協力的な関係 を築 こうとした。

要するに、1970年 代の京都市 における民族学級は、教員や児童、保護者などを中心 とし

た学校側の実践 として始まった大阪市においての民族学級 とは異 なり、学校側の協力を得

ること、学校の中での位置づけの変化を模索することが優先課題であったのである。

⑳B小 学校 の民族講 師、Cさ んへの インタビュー よ り。 この点 は学校 に よって多少異なっている。
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現在においては、入学式の ときに民族学級が紹介 された り、年一回行われる学習発表会

において、民族学級が全校生や保護者の前で朝鮮半島の歌の合唱や楽器演奏な どの発表 を

した り、児童に配布する授業時間編成表に民族学級の時間が表示 された り、運動会や野外

学習など特別な行事 によって民族学級の授業時間が放課後になった場合には民族学級 の保

護者に担任教員が連絡す るな ど、学校の取 り組み として民族学級が位置づけ られている。

京都市教育委員会 と京都市小学校外国人教育研究会や京都市立中学校教育研究会外国人教

育部会が共同で主催する 「民族の文化 にふれる集い」〔30)などの校外行事 にも毎年、3校 の

民族学級が交互に参加 している。

しか し、こうした学校側の実践が制度化の段階に入 っているわけではない。た とえば、

1992年 において、11年 間、試案に留 まっていた 「外国人教育の基本方針(試 案)」(1981年)

が京都市 により正式の方針(「 京都市立学校外 国人教育方針一 主 として在 日韓国 ・朝鮮

人に対す る民族差別 をな くす教育の推進 について 」)と して策定 され るが、その中に

は実際 に在 日韓国 ・朝鮮人児童の教育を担って きたともいえる民族学級 については言及さ

れていない。 この ことは、学校における民族学級の顕在化や実践 と、行政側 による民族学

級の位置づ けの間には、ズ レがあることを意味す る。学校における民族学級の顕在化に相

応する制度化が伴われない限 り、その実践は 「多文化共生」や 「多文化 に対するマ ジョリ

ティ社会の寛容」の証明が必要な場や時だけに動員 される 「都合の よい」実践 という批判

か ら自由になることは困難であろう。

5結 び に代 えて

本稿では、公立学校 における民族学級の事例を中心に、在 日韓国 ・朝鮮人教育が登場す

るようになった経緯やその後の展 開を検討 し、その位置づけの変化について考察 を行った。

以下では、 これまでの議論を要約 し、今後の課題を述べ る。

第一 に、民族学級は、戦後、在 日韓国 ・朝鮮人児童の教育への権利を保障する もの とは

言いがたいコンテクス トの中で誕生 した。民族学級は、戦後、全国的に広が った朝鮮 人学

校 を閉鎖 してい く中で、一種の 「ア リバ イ」の ような側面を持 っていた。そのため、民族

学級 は1950年 代初頭に設置された直後か ら1960年 代 にかけて、学校の中に存在 しなが らも、

実際には孤立 した状態に置かれてお り、「学校の外の存在」、「学校側 の取 り組みではない」

とされてきた。

('o[この集いは
、1992年 の 「京都 市立学校外 国人教 育方針」策定 後、「韓国 ・朝鮮 文化」 をテーマ と

して、毎年開催 されてい る。
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第二に、1970年 代に入って、 日本国内外 の変化の影響 を受 けて、民族学級 には 「位置づ

け」 の転換が現れた。1970年 代 に、「学校 とは無関係な在 日韓 国 ・朝鮮人の 自主的な民族

教育実践 の場」 としての民族学級か ら 「学校にお ける外国人教育実践、在 日韓国 ・朝鮮人

教育実践 の場」 としての民族学級へ とい う位置づけの変化が現れは じめた。 この転換 をも

た らした背景 としては、部落解放運動 を中心 とした反差別運動の連帯の拡散や、ニュー カ

マー外国人が増加 し、それに対する後続措置が行われたことなどを挙げた。

第三に、1970年 代以後、大阪と京都 においても、民族学級は 「学校の取 り組み」 として

位置づけ られるようになった。 しか し、学校における民族学級の位置や顕在化の程度と制

度化 との間には、かな りの乖離が存在 している。た とえば、大阪市においては、民族学級

の成果や今後の拡大の可能性が言及されつつ も、行政の取 り組みは現実が十分に反映 され

ない状態に留 まってい る。 この ような状況 は、「マイノリティ児童の権利保障のための取

り組みは、マイノリティの もう一方(こ こでは民族講師であるが)の 犠牲 を要求する」 と

いう構造的な矛盾 を孕んでいる。 また、京都 の場合 において も、3校 において抽出形態 と

して民族学級の授業が行われてお り、京都市が主催する行事にも民族学級が参加するよう

になっているにもかかわらず、外国人教育方針の中には民族学級のことが言及されていな

いなど、行政側における民族学級の位置づけ と民族学級の実態 との間にはかな りのズレが

存在 していると考え られる。

以上で検討 したように、日本における在 日韓国 ・朝鮮人教育や民族学級をめ ぐる歴史は、

いわば抑圧 と抵抗の歴史として始ま り、その位置づけをめ ぐる政治は、いまだに進行中で

ある。その政治 とは、「マイノリティ側 の自主的な民族教育」 という位置 と、マジ ョリテ

ィ側によ り大 きな重点が置かれた 「学校の取 り組み としての民族学級」 とい う位置を両端

とする軸の上で行 われる。マイノリテ ィ児童への教育実践の主体 や責任 をめ ぐる政治で も

あろ う。彼 らが民族教育 を受けることが、行政や学校、担任教員からの配慮や寛容 によっ

てのみ可能になるのではな く、「権利」 として位置づ け られ、制度化 され るのであれ ば、

その教育 をめ ぐる二項対立性や政治性 は、 ようや く克服への可能性が開かれると思 う。教

育を受けることが児童の権利であるという視点や、歴 史へ の認識 の土壌の上で成 り立つマ

イノ リテ ィ児童への教育実践が より必要であろう。
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The Position of Korean Children's Education in Japanese 

   Public Schools: A Case Study of "Minzoku Class"

Tae Eun KIM

     This article aims to clarify the positon of Korean children's education in 

Japanese public schools. I focused on Minzoku class, a program initiated in the 1950s, 

where Korean children can spend some hours a month learning Korean language, 

history, art, cooking and so forth. 

     In this paper, I search for answers to the following questions. First, how was 

Minzoku class introduced in Japanese public schools after the end of World War II ? 

Second, what was the position given to Minzoku class in the public school system and 

how has it changed due to social transformations in Japan? Especially, in this paper, I 

compare two areas, Osaka and Kyoto, where there are more than 170 Minzoku classes 

in public schools and where different processes have been experienced since the 1970s. 

     As the result of my research, I came to three conclusions. First, in fact, Minzoku 

class was introduced in Japanese public schools as part of the process of blocking 

Korean ethnic education after World War II by the Japanese Government. It was 

nothing but an 'alibi'. For that reason, Minzoku class was in practice positioned 

outside the school system during the 1950s and the 1960s. Second, the real turning 

point in the position of Minzoku class came in the 1970s with changes inside and 

outside of Japan, including the diffusion of antidiscrimination movements and the 

increase of foreign newcomers. After the 1970s, Minzoku class began to be positioned 

inside the school system. In short, school started to play a major role, going beyond the 

Korean lecturers of Minzoku class. Third, even now, there is a considerable gap 

between the realities of the Minzoku class/school and the administrative/governmental 

practices of Minzoku class. For example, administration does not provide enough to 

cover the labor costs with Korean lecturers who are teaching in Minzoku class. Above 

all, more reality-based administrative practices are needed and they should be based 

on historical perception.
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